
し ぶ や 区 ニ ュ ー ス 平成 28年 ( 2 0 1 6年 ) 4 月 1 日( 3 )

★区役所･出張所･保健所は土･日曜日､ 祝･休日は休みです｡

介護予防サービス
（ショートステイ、福祉用具貸与など）

介護予防・日常生活支援総合事業

お住まいの地域を担当する地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに連絡、相談をします
希望や状態を確認します

要介護・要支援認定申請

区内在住で65歳以上の人

ショートステイ、福祉用具貸与などの
サービス利用を希望する場合

基本チェックリスト実施

訪問介護や通所介護のみの利用を
希望し、迅速に手続きしたい場合

要介護認定 要支援認定 非該当 事業対象者 非該当

一般介護予防事業

介護
サービス 介護予防・生活支援

サービス事業

区から被保険者証を交付

訪問・通所サービス
以外の利用の有無

区から
被保険者証を交付

訪問型サービス
通所型サービス

自分で
通所できる

希望する場合

総合事業　サービス利用の流れ ◀
1
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ー
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利用しない

利用する

介護保険や総合事業の
対象外であった場合

自分で
通所できる

家具の転倒防止対策と防災用品などのあっせん

家庭用消火器のあっせん

防災用品のあっせん

申　込 ハガキに「家具転倒防止金具取付等の申込」と明記し、住所・氏名・電話番
号・対象区分・連絡希望時間帯を記入し、〠150-8510（住所不要）渋谷ヒカ
リエ8階防災センターへ郵送または持参
※電子申請も可

▶

▶

対　象▶

内　容▶

▶

ABC粉末消火器3型（小型）〈薬剤重量1.0㎏〉蓄圧式　6,440円（税・送料込）
ABC粉末消火器5型（中型）〈薬剤重量1.5㎏〉蓄圧式　7,304円（税・送料込）

種　類▶

防災課災害対策推進係（☎3498-9408・9409、FAX 3498-9410）

区分１
区分２
区分３
区分４
区分５

単身の高齢者および高齢者のみの世帯
寝たきりの高齢者がいる世帯
身体障害者手帳１～３級を持つ人がいる世帯
愛の手帳１～３度を持つ人がいる世帯
精神障害者保健福祉手帳１・２級を持つ人がいる世帯

家具転倒防止金具の取付
たんす、食器棚、冷蔵庫などの家具類に、家具転倒防止金具（Ｌ型金具、ベル
ト式、ストッパー式、ポール式）を取り付けます。
ガラス飛散防止フィルムの貼付
家具（食器棚、本棚など）にガラス飛散防止フィルム（透明の粘着フィルム）
を貼り付けます。
家具の移動
家具転倒によるけがや通路のふさがりを防ぐため、家具を移動します。
※次のいずれかに該当する場合は対象外
　・ 分解しないと移動できないもの（例：高さが天井まである本棚）
　・ 中身を軽くするため、または壊れ物の保護などのために、収納物を取り出
す必要があるもの（例：食器棚）

　・ 家具移動器材などでは移動できない重量のもの（例：ピアノ、飾り棚）
　・ 移動に階段を使う場合

数　量▶１世帯につき家具3点まで（例：同じ家具に家具転倒防止金具の取付と家
具の移動を併せて行う場合は1点と数える）

ハガキに「消火器購入」と明記し、住所・氏名・電話番号・種類・
数量を記入し、 〠150-8510 （住所不要）渋谷ヒカリエ8階防災
センターへ郵送または持参 
※電子申請も可

申　込▶

支　払▶申込品到着時に代金引換
ハガキに「渋谷区防災用品あっせん申込」と明記し、住所・氏名・電話番号・品
番・品名・数量を記入し、〠125-0042 葛飾区金町2-8-20 東京都葛飾福祉工場
「渋谷区防災用品あっせん」係へ郵送

申　込

品番 品　名 仕　様

住宅用火災警報器のあっせんも実施しています
※設置済みの場合でも、電池切れや部品の寿命により、
10年を目安に交換が必要となります。

全世帯を対象に、家具転倒防止金具、ガラス飛散防止フィルムなどの購入費用を
1世帯10,000円を上限に補助します。 詳しくは問い合わせてください。

1

2

3

家具転倒防止金具の取付と家具の移動（無料）
家具転倒防止金具の取付、家具の移動に加え、新たに家具へのガラス飛散防止フィル
ムの貼付作業も無料で実施します。

骨髄移植ドナー支援事業が始まりました
　骨髄・末梢血幹細胞の提供者に、骨髄移植ドナー支援事業奨励金を
交付します。

地域保健課地域医療係（☎3463-2433、 FAX 5458-4978）

2381

2839

2935

6116

6135

2,808円

1,350円

2,073円

2,592円

691円

アルファ米（白飯）

1．5ℓ×8本組　保存期間5年

高速吸水凝固シート付便袋20枚入

※購入者に限り古い消火器を有料で引き取ります。引取本数が購入本
数以下の場合は1本648円、購入本数を超える分は、1本864円です。

（運動機能などに関するアンケート）

①区内在住で、公益財団法人日本骨髄バンクが実施
する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞
の提供を完了した人（ドナー）
②ドナーが勤務している事業所

骨髄・末梢血幹細胞の提供のための通院・入院の日数
（上限７日）に応じた額
①ドナー▶1日につき20,000円　
②事業所▶1日につき10,000円

①ドナー▶申請書、骨髄バンクが発行する証明書
②事業所▶申請書、ドナーとの雇用関係を証明する
　　　　　書類

区役所仮庁舎第三庁舎1階地域保健課地域医療係へ
郵送または持参
※申請書は地域医療係で配布、または区ホームページで
ダウンロード可。

対　　象

奨 励 金

提出書類

提 出 先

※第2号被保険者（40～64歳）は従来どおり
　要介護認定申請を行なってください。

価格
（税・送料込）

野菜たっぷりトマトのスープ・かぼちゃ
のスープ1食分（160ｇ）×各5袋　
保存期間3年6か月

高齢者福祉課サービス事業係（☎3463-1873、 FAX 3463-2873）

すでに要支援の認定を受けている人へ
　ショートステイ、福祉用具貸与などのサービスに変更はありません。従来どおりのサービスを利用できます。
　詳しくは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ問い合わせてください。

※各サービスの案内を、渋谷ヒカリエ8階防災センターや出張所で配布しています。
　詳しくは、区ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。

エマージェンシー
ブランケット［新規］

野菜たっぷりスープセット
［新規］

1人用防寒シート ポリエチレン製
142㎝×213㎝ 82g

1食分（乾燥米100ｇ）×5袋　
保存期間5年6か月

スーパー保存水

トイレ用便袋 〈サ二タクリーン〉

寄せられた意見を参考に方針の作成を進めます。

　緑と水・公園課計画調整係
　（☎3463-2879、 FAX 5458-4946）

▶案の配布場所
　　4月15日まで区役所仮庁舎第三庁舎1階緑と水・公園課、第一庁
舎3階経営企画課・区政資料コーナーで配布
　※区ホームページで閲覧可
▶意見書の提出方法
　　4月15日（消印有効）までにハガキ・便せんなどで〠150-8010（住
所不要）渋谷区役所緑と水・公園課計画調整係へ郵送または持参
　※ファクス、電子メール（　 pbcm2015@city.shibuya.tokyo.jp）も可
▶記入内容
　　意見、住所、氏名、在勤・在学の人は勤務先または学校名と所在地、
区内事業者・法人・団体は事業者・法人・団体名と代表者氏名および
所在地、利害関係のある人はその理由
※記入漏れがあると、正式な意見として取り扱えない場合があります。

「渋谷区みどりの整備方針（案）」について
パブリックコメント制度により

意見を募集します

春の交通安全運動
4月6～15日

運動の基本
●子どもと高齢者の交通事故防止
　子どもや高齢者の歩行中の事故が多発して
います。外出時は交通ルールを守るとともに、
車や二輪車に十分注意しましょう。

運動の重点

ご参加ください

    土木清掃部管理交通係
    （☎3463-2773、 FAX 5458-4908）

4月10日は交通事故死ゼロを目指す日です
　一人ひとりが交通マナーを守り、交通事故に
あわないよう心がけましょう。

【渋谷警察署主催】
「交通安全パレード」

▽  日  時　

▽ ルート

▽ 問い合わせ

【原宿警察署主催】
「二輪車実技教室」

▽  日  時　

▽ 場  所

▽ 申  込　

4月14日（木） 13：00から
明治神宮会館駐車場（代々木神園町1-1）　
原宿警察署（☎3408-0110）

【代々木警察署主催】
「自転車シミュレータ―による
  自転車安全教室」

▽  日  時　

▽ 場  所

▽ 申  込　　

4月9日（土） 13：00 ～15：00
笹塚駅前広場
代々木警察署（☎3375-0110）

やさしさが 走るこの街 この道路

●自転車の安全利用の推進
●後部座席を含めた全ての座席のシート
　ベルトとチャイルドシートの正しい着用
　の徹底
●飲酒運転等の根絶
●二輪車の交通事故防止

4月3日（日） 10：00から
神南小学校からハチ公前広場まで
　　　渋谷警察署（☎3498-0110）

　全国一斉に春の交通安全運動が実施されます。
　交通事故を防ぐには、一人ひとりが「自らの安
全は自らが守る」という自覚を持って、お互いに
責任ある行動をとることが大切です。

　文書課法制担当主査
　（☎3463-1316、 FAX 5458-4922）

行政不服審査法が
改正されました
行政不服審査法が
改正されました

　公正性・利便性の向上などの観点から、
行政不服審査法の抜本的な見直しが行わ
れました。
◆改正の概要
　公正性の向上
・処分に関与していないなどの要件を満
たす「審理員」が審理手続を行う審理員
制度の導入

・審査庁の判断の妥当性を第三者機関が
チェックする行政不服審査会などへの諮
問手続の新設

　使いやすさの向上
・審査請求をすることができる期間を3か
月に延長（現行60日）
・迅速性の確保などのため、標準審理期間
の設定、計画的に審理手続を進めるため
の準備手続の新設、情報提供・公表の努
力義務化など

区の契約業者から防災用品を直接購入できます。下表以外の防災用品も取り扱ってい
ます。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。

番組名 内　容 放送日と放送時間帯

区広報番組
｢ラジオしぶや区ニュース｣

区民コミュニティ番組
｢渋谷隣人祭り｣

観光情報番組
｢Hello from Shibuya｣

区広報紙｢しぶや区ニュース｣の掲載
内容を放送します。
金曜日は特集番組として区長の出演
も予定しています。

地域で活躍する区民などにスポット
を当ててその魅力を紹介します。

火曜日
11：15～12：00（45分）

火曜日
16：20～16：50（30分）

渋谷を訪れる外国人観光客などに向
けた観光情報を発信します。

　新たに開局したコミュニティ
FM「渋谷のラジオ」を活用し、
区からもさまざまな情報を発
信していきます。4月1日放送
スタート。ぜひお聴きください。

区の番組の
放送内容と
スケジュール
（予定）

広報コミュニケーション課広報広聴係（☎3463-1287、 FAX 5458-4920）

コミュニティFM「渋谷のラジオ」（87.6MHZ）で区の広報番組の放送が始まります

月～金曜日の1日3回　各10分
①11：00～11：10
②16：00～16：10（金曜日のみ17：00～17：10）
③21：50～22：00（金曜日のみ19：50～20：00）




